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ア．目に
つきやす
いタイト
ルや平易
な文面の
使用

イ．漢字
にはフリ
ガナを付
記

ウ．援助
対象とな
る年間所
得の目安
額等を記
載

エ．各費
目の援助
額や年間
総援助額
の記載

オ．外国
語の申請
書を作成

カ．その
他

（８）
（７）のカの内容

ア．教育委員
会のウェブサ
イトに制度を
掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
布

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．教育
委員会か
ら児童生
徒がいる
世帯へ案
内を送付

コ．その
他

ア．申請
締切を設
定し，期
間内の申
請のみ受
け付け

イ．随時
申請を受
け付けて
おり，年
度当初分
から援助

ウ．随時
申請を受
け付けて
おり，締
切を過ぎ
た申請の
場合は申
請月や認
定月以降
分から援
助

エ．各学
期で申請
締切を設
定し、各
学期始め
から援助

オ．その
他

ア．申請
を希望す
る者が学
校に提出

イ．申請
を希望す
る者が教
育委員会
に提出

ウ．申請
を希望す
る者が学
校もしく

は教育委
員会に提

出

エ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校に

提出

オ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が教育委
員会に提

出

カ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校も
しくは教

育委員会
に提出

都道府県 市町村名

キ．その
他

Ⅰ　令和５年度就学援助制度の実施について
１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるものに○）

（２）　（１）のコの内容

（３）　就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４）　（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のキの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫
（あてはまるもの全てに○）

茨城県 水戸市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

要保護の認定は申請書
の提出を求めておら
ず，福祉部局から生活
保護受給者情報の提供
を受け，要保護者として
認定している。
準要保護については，
小学校入学予定者は教
育委員会に提出，在校
生は学校に提出。

○ ○ ○

茨城県 日立市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 土浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 古河市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨城県 石岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 結城市

○ ○ ○ ○ ○

茨城県 龍ケ崎市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 下妻市

○ ○ ○ ○ ○

茨城県 常総市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 常陸太田市

○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 高萩市

○ ○ ○ ○ 新入学児については、教育委員会から保護者全員に在籍園経由又は郵送で通知。 ○ ○ ○

新入学児については、
入学前支給を希望する
場合は教育委員会へ提
出。

○

茨城県 北茨城市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 笠間市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 取手市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 牛久市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請書提出前にWEBに
て申請の有無を全員に
回答いただいている。

○ ○

茨城県 つくば市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 ひたちなか市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 鹿嶋市

○ ○ ○ ○ ○ 学期の始めに，電子媒体を使って案内を行っている。 ○ ○ ○

茨城県 潮来市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 守谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨城県 常陸大宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨城県 那珂市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 筑西市
○ ○ ○ ○ ○

茨城県 坂東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨城県 稲敷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県
かすみがうら
市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 桜川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 神栖市
○ ○ ○ ○ ○

茨城県 行方市
○ ○ ○ 自治体のホームページに制度を掲載 ○ ○ ○ ○

茨城県 鉾田市 ○ ○ ○ ○ ○

茨城県
つくばみらい
市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 小美玉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 茨城町

○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の際に教育委員会で就学援助制度の書類を配布 ○ ○ ○ ○

茨城県 大洗町

○ ○ ○ ○ ○ ○
就学時健康診断の際に保護者に案内チラシを配布しているが、健診実施場所が学校では
なく町内の別施設で実施しているため、教育委員会から保護者へ直接渡している。

○ ○ ○

年度当初に、就学援助制度の周知書
類を学校から家庭に配布してもらい保
護者の目に入る回数を増やしている。
転入生にも漏れがないようその都度配
布している。また、令和４年度から就学
時健康診断時にも配布して周知を図っ
ている。

茨城県 城里町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 東海村

○ ○ ○ ○ ○
･PTA総会の際に就学援助制度の書類を配布している
･前年度の準要保護児童生徒（小１～中2）がいる世帯へ案内を送付

○ ○ ○

茨城県 大子町
○ ○ ○ ○ ○ ○ 町コミュニティFM放送（FMだいご）で制度について周知 ○ ○ ○

茨城県 美浦村 ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 阿見町

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



44 44

都道府県 市町村名

茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市
茨城県 取手市

茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市

茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがうら
市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町
茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町
茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

42 2 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 0 0 0 0 3 17 22 0 22 17 7 27 13 2 2 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月
＜小学校＞ ＜小学校＞

＜小学校＞
（６）（５）のコの内容

＜小学校＞
　（７）　（４）でア．イ．ウ．エ
に○をした場合、（入学前
支給の）
①周知時期
②申請期日
③（アの場合）支給時期

＜小学校＞

＜小学校＞
（９）（８）のエ及びオの
内容

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検討
はしてい

る

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用
を無償化
している
ため、入
学前支給
を行って
いない

オ．そもそ
も対象者
がいない
ため、入
学前支給
を行って
いない

カ．その
他

ア．令和
４年度
（令和５
年度新入
学分）以
前

イ．令和
５年度
（令和６
年度新入
学分）

ウ．令和
６年度
（令和７
年度新入
学分）以
降

＜小学校＞

令和５年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で案
内を配布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内の
幼稚園や
保育所で
案内を配
布

キ．域内
の小中学
校で在校
生及び保
護者に対
して案内
を配布（兄
弟姉妹が
いる場合
など）

ク．民生委
員やス
クール
ソーシャル
ワーカー
等から案
内を配布

ケ．小学
校入学予
定者がい
る家庭へ
案内を郵
送

コ．その他 ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

オ．その
他

イ．自治体
の広報誌
等に案内
を掲載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

＜小学校＞
（２）（１）のカの内容

＜小学校＞
ケ． ４月
初旬（入学
式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断通知に入学準備金案内文を同封

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の結果通知に案内を同封

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
就学時健康診断の際に教育委員会で就学援助制度の
書類を配布

○ ○ ○ ○ ○ ○

就学時健康診断の際に保護者に案内チラシを配布して
いるが、健診実施場所が学校ではなく町内の別施設で
実施しているため、教育委員会から保護者へ直接渡して
いる。

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 町コミュニティFM放送（FMだいご）で制度について周知

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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都道府県 市町村名

茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市
茨城県 取手市

茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市

茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがうら
市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町
茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町
茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

42 2 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 0 0 0 0 3 13 26 0 0 0 0 0 0 0 11 3 22 3 1 3 1 1

＜中学校＞
（６）　（５）のエ及びオの内容

ア．従前
より家計
急変世帯
の認定を
行ってお
り、その
際と同様
の基準に
より認定

イ．新た
に認定基
準等を整
備し、そ
の基準に
より認定

ウ．相談
があった
場合、事
例に応じ
て個別に
支援

ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

オ．その
他

ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

＜中学校＞ ＜中学校＞＜中学校＞

＜中学校＞
（２）（１）のカの内容

＜中学校＞
オ．そもそ
も対象者
がいない
ため、入
学前支給
を行って
いない

カ．その
他

ア．令和４
年度（令和
５年度新
入学分）以
前

イ．令和５
年度（令和
６年度新
入学分）

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用
を無償化
している
ため、入
学前支給
を行って
いない

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検討
はしてい

る

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．就学
援助制度
以外の経
済的支援
により対
応

オ．新た
に認定基
準等を整
備するこ
とを検討
中

カ．そも
そも対象
者がいな
い

キ．その
他

３．　家計急変世帯の認定について（準要保護）

（１）　当てはまるもの１つに○

（２）　（１）のキの内容

ウ．令和６
年度（令和
７年度新
入学分）以
降

エ．未定

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 認定基準の見直しは行っていない
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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都道府県 市町村名

茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市
茨城県 取手市

茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市

茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがうら
市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町
茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町
茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

６．就学援助率
（４）　（３）で ソ，タ
又はチに○をした場
合，生活保護基準
額等に掛ける係数
（倍率）

（５）　（３）で ツに○
をした場合，市区町
村民税課税 低限
度額に掛ける係数
（倍率）

倍 倍

30 30 30 28 29 32 11 4 26 26 10 9 10 20 24 11 3 0 9 38 0 9 2 21 14 7 3 11 0 0 14 14

テ．その
他

係数（倍率）
タ．生活保護の
基準額に一定
の係数を掛け
たもの（生活保
護の基準額を
参照して額を
定めているも
の）（例：生活
保護の1.3倍の
額（394万円）、
1.5倍（455万
円）等）（係数
（倍率）を（４）
に記入してくだ
さい。）

チ．特別支援
教育就学奨励
費の需要額測
定に用いる保
護基準額、又
は同基準額に
一定の係数を
掛けたもの（係
数（倍率）を
（４）に記入して
ください。記入
例はコメント欄
参照）

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税 低限度
額に一定の係
数を掛けたも
の　（例：課税

低限度額の
1.0倍、1.5倍
等）（係数およ
び目安額を
（５）に記入して
ください。）

ア．反映させる（新た
な認定基準に更新）

イ．反映させない（従
前の認定基準を継

続）

ア．生活保護基準見直
しの影響が生じる可能

性があるため、対応して
いる。（見直し後の生活
保護基準に基づく準要
保護の認定基準で否認
定となった者は、改め
て、見直し前の生活保
護基準に基づく準要保
護の認定基準により再

認定など）

イ．生活保護基準見直
しの影響が生じないと想
定されるため、対応して
いない（準要保護者が

いない、影響を受ける所
得層の準要保護者がい

ない等）

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生活保護の
基準額に一定
の係数を掛け
たもの（生活保
護の基準額が
変わると自動
的に要件が変
わるもの）（例：
生活保護の1.3
倍、1.5倍等）
（係数（倍率）を
（４）に記入して
ください。）

ア．生
活保護
法に基
づく保
護の停
止また
は廃止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市
区町村
民税の
減免

エ．国
民年金
保険料
の免除

オ．国
民健康
保険法
の保険
料の減
免また
は徴収
の猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保
護者が
職業安
定所登
録日雇
労働者

ク．PTA
会費、
学級費
等の学
校納付
金の減
免が行
われて
いる者

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

４．（３）で ソ，タに○をした場合，平成３０年１０月から段階的に実施されている生活保護基準の見直しに伴い，見直し前と比べて，生活保護基準額が減額となる場合についての令和５年４月以降の対応

（１）　令和５年４月以降、準要保護の認定 （２）　（１）にて「ア．反映させる（新たな認定基準に更新）」に○をした場合、令和５年４月以降、生活 （３）　（２）でエとした場合のその
内容

４．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

令和４年度

年

ウ．生活保護基準見直
しの影響が生じると想定
されるが、対応していな

い

エ．その他
（４）　（１）で「イ．反映させないコ．固定

資産税
の減免

サ．学校納付
金の納付状
態の悪い者、
昼食、被服等
が悪い者ま
たは学用品、
通学用品等
に不自由して
いる者等で
保護者の生
活状態がき
わめて悪いと
認められるも
の

ケ．個
人の事
業税の
減免

月

係数（倍率）

５．生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応について

（３）　令和５年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（６）　（３）でテと回答した場合，その他の基準の内容 （７）　補足事項

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

当該年度において，次のいずれかに該当し，経済的に困窮していると認められ
る者（水戸市就学援助実施要項別表第１中，第１項第９号オ）
(ｱ) 震災，風水害，火災その他これらに類する災害により，住宅，家財その他
の財産について著しい損害を受けた者
(ｲ) 世帯の生計を主として維持する者が死亡し，又は心身に重大な障害を受
け，若しくは長期入院したことにより，当該世帯の収入が著しく減少した者
(ｳ) 世帯の生計を主として維持する者の収入が，事業または業務の休廃止，
事業における著しい損失，失業等により著しく減少した者

○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ 10%未満

○
児童扶養手当一部支給所得制限限度額を所得基準とし、住宅状況等その他
を総合的に判断

令和３年度から税制改正を受け、給与所得、
公的年金所得者については、総所得金額か
ら10万円を控除。

15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 ○ 25 4 10%未満
○ 1.3 ○ H24 12 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・認定を受けようとする児童生徒の属する世帯全員の収入金額が、市で定める
世帯人員ごとの収入基準額以下の世帯
・上記以外で、特別な事情により教育委員会が特に認定する必要があると認
められる世帯

5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

両親が揃っている世帯：1.0倍未満となったも
のを認定
ひとり親世帯　　　　　　：1.5倍未満となったも
のを認定

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成26 3 15%未満

○ 1.3 ○ ○ 15%未満

○ 1.15 ○ 平成25 8 10%未満

○ 1.5 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成24 7 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成25 4 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ 平成26 4 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ 1.3 ○ 平成28 10 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成２９年 4 15%未満

○ 1.3 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ 1.4 ○ 平成25 7 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成25 8 10%未満

○ 1.3 ○ ○ 5%未満

○ 1.4 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

当該年度において，次のいずれかに該当し，経済的に困窮していると認められ
る者
（ア）世帯の生計を主として維持する者が死亡，又は心身に重大な障害を受
け，若しくは長期入院・病気療養中等により，世帯収入が著しく減少した者

○ ○ 10%未満

○ ○ ○ 1.3 個別の生活状況によって教育委員会が認定するかどうかを判断する。 ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東海村独自の所得基準を設定（児童扶養手当の一部支給の所得基準を準
用）

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育長が特に援助の必要があると認めた者 ○ 平成24 4 10%未満

○ 1.3 ○ ○ 10%未満
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都道府県 市町村名

茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市
茨城県 取手市

茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市

茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがうら
市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町
茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町
茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

44 0 0 6 6 6 38 38 0 0 44 0 0 6 6 6 38 38 0 3 13 10 10 2 2 2 0 0 1 4 39 25 25 13 13 13 1 1 0 0 19

（５）補足事項
修学旅行費新入学児童生徒学用品費等 通学費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

学用品費
（１）　費目毎の援助額

７．令和５年度準要保護就学援助額

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 30,489 ○ ○ 0

修学旅行費は実績なし。
令和２年４月からコロナ禍における臨時休校
等による家庭での昼食費の負担を軽減するた
め，特例として「臨時休業期間昼食費」の援助
費目を設定。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 20,739

○ ○ 11,100 ○ ○ 19,900 ○ ○ 13,563

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 20,212
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 0

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 24,726

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 18,151

・PTA会費は、実費の1/2を支給。
・オンライン学習通信費は、オンライン学習を
行った月のみ1世帯あたり月額1,000円を支
給。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 23,000 令和５年度当初予算計上単価を記入。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 25,000 ○ ○ 21,000

令和5年度予算に計上した単価を記入。
学校給食費は公金振替で処理。
体育実技用具費及びクラブ活動費は,対象費
目となっているが実績がない。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 25,920 ○ ○ 40,000 19,783

通学用品費　１学年は対象外
校外活動費（宿泊を伴わないもの）、校外活動
費（宿泊を伴うもの）、修学旅行費は、保護者
負担実績額を参考に単価を設定

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,532

○ ○ 11,520 ○ ○ 30,470 ○ ○ 0 ○ ○ 24,287
通学費、校外活動費（宿泊あり）は支給対象で
あるが、近年は実績なし。Ｒ５年度より市内小
学校の給食費が無償化となった。

○ ○ 13,900 12,100 ○ ○ 40,600 40,600 ○ ○ 0 ○ ○ 5,569
学用品費　小学校1学年11,630円、小学校2～
6学年13,900円。通学費支給実績なし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 16,593

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 22,690

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 20,000 17,617

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060
・通学用品費は1学年は0円

○ ○ 13,260 ○ ○ 54,060

【単価の
内訳】
①現物
（ランド
セル）支
給：
18,700
円
②新入
学学用
品費支
給：
35,360
円

○ ○ 16,318

○ ○ 11,000 ○ ○ 19,900 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 14,310

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0 0 実績無 ○ ○ 21,330
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690 6,917
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 143

○ ○ 11,630 ○ ○ 34,060 ○ ○ 22,690 22,563
クラブ活動費、生徒会費、PTA会費について
は「学習支援費」という費目で定額支給（令和
５年度支給単価　10,940円）

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,690
○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0 ○ ○ 22,690 0
通学費、修学旅行費、クラブ活動費について
は、対象費目だが支給なし。

○ ○ 11,420 ○ ○ 20,470 ○ ○ 20,163

○ ○ 11,640 11,640 ○ ○ 51,110 51,110 ○ ○ 20,491
給食費は令和4年度も全児童無償のため支給
０円。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 10,226 ○ ○ 16,595
医療費については、令和４年度支給実績な
し。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 18,077

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,140
オンライン学習通信費については、児童生徒
一人に対してではなく、１世帯につき、24,000
円を支給している。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060

○ ○ 11,630 11,025 ○ ○
※
63,000

57,499

未就学
児：
34,060
円
1学年：
54,060
円
6学年：
63,000
円

○ ○ 6,000 6,000

新入学児童生徒学用品費等について、小学
校入学祝い品（ランドセル）を支給しているた
め、未就学児への支給については相当額を減
額している。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060
・医療費　実績なし
・オンライン学習通信費　端末の持ち帰り実績
に応じて月額1,000を支給

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 5,212

○ ○ 11,630 ○ ○ ※

小１新
入学学
用品費
54,060
円
小6入学
準備金
63,000
円

【オンライン学習費】（一世帯当たり）オンライン
学習を実施した月×1,200円ただし，4月3月は
1,000円/月

○ ○ 3,420 ○ ○ 51,060 ○ ○ 29,810 ○ ○ 5,297

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 15,016

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○

へき地
の補助
金があ
るため
実績な
し

○ ○ 6,699
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都道府県 市町村名

茨城県 水戸市

茨城県 日立市

茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市

茨城県 結城市

茨城県 龍ケ崎市

茨城県 下妻市

茨城県 常総市

茨城県 常陸太田市

茨城県 高萩市

茨城県 北茨城市

茨城県 笠間市
茨城県 取手市

茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県 ひたちなか市

茨城県 鹿嶋市

茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市

茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがうら
市

茨城県 桜川市

茨城県 神栖市

茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市

茨城県 茨城町

茨城県 大洗町
茨城県 城里町

茨城県 東海村

茨城県 大子町
茨城県 美浦村

茨城県 阿見町

８．その他

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均
額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

44 0 0 6 6 6 38 38 0 0 44 0 0 6 6 6 38 38 0 0 12 8 8 2 2 2 0 0 1 5 43 27 27 15 15 15 1 1 0 0 18 1

新入学児童生徒学用品費等 通学費

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童
生徒に対する貴市町村の取組・対応について，これ
までの回答への補足があればご記入ください。

（１）　費目毎の援助額
学用品費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（５）補足事項
修学旅行費

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 75,436

通学費は実績なし。
令和２年４月からコロナ禍における臨時休
校等による家庭での昼食費の負担を軽減
するため，特例として「臨時休業期間昼食
費」の援助費目を設定。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 58,547 ○ ○ 75,542

○ ○ 21,700 ○ ○ 22,900 ○ ○ 61,405
制服購入費は、現物支給する制服の当該
年度の購入代金を基準に、支給額を決定
する。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,910
○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 34,524

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 77,406

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 78,457

・体育実技用具費は、柔道で上限7,650円、
剣道で上限52,900円を支給。
・PTA会費は、実費の1/2を支給。
・オンライン学習通信費は、オンライン学習
を行った月のみ1世帯あたり月額1,000円を
支給。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 15,000 令和５年度当初予算計上単価を記入。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 70,000

令和5年度予算に計上した単価を記入。
学校給食費は公金振替で処理。
体育実技用具費及びクラブ活動費は,対象
費目となっているが実績がない。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 80,000 79,526

通学用品費　１学年は対象外
校外活動費（宿泊を伴わないもの）、校外活
動費（宿泊を伴うもの）、修学旅行費は、保
護者負担実績額を参考に単価を設定

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 80,808

○ ○ 22,510 ○ ○ 57,400 ○ ○ 0 ○ ○ 39,139

通学費・医療費は支給対象であるが、近年
は実績なし。学校給食費については、Ｒ３年
度より市内中学校の給食費が無償化となっ
た。

○ ○ 25,000 22,344 ○ ○ 47,400 47,400 ○ ○ 68,435
学用品費　中学校1学年22,730円、中学校2
～3学年25,000円。体育実技用具費支給実
績なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 54,591

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 60,910

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 80,000 74,908

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 76,364 ・通学用品費は1学年は0円

○ ○ 25,910 ○ ○ 63,000 ○ ○ 73,506

○ ○ 21,700 ○ ○ 22,900 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 82,174

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0 0 実績無 ○ ○ 84,707
○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ ○ 60,910 60,910
○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 9,252

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 59,053
クラブ活動費、生徒会費、PTA会費につい
ては「学習支援費」という費目で定額支給
（令和５年度支給単価　30,020円）

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910
○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 60,910 60,284

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 0 ○ ○ 60,910 60,910
通学費については、対象費目だが支給な
し。

○ ○ 22,320 ○ ○ 47,400 ○ ○ 79,865

○ ○ 22,740 22,740 ○ ○ 57,980 57,980 ○ ○ 77,760
給食費は令和4年度も全生徒無償のため
支給０円。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 11,000 ○ ○ 69,019
医療費については、令和４年度支給実績な
し。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 75,414

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 73,357

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060

○ ○ 22,730 21,380 ○ ○ 63,000 60,000 ○ ○ 65,000 65,000

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 82,228
・医療費　実績なし
・オンライン学習通信費　端末の持ち帰り実
績に応じて月額1,000円を支給

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 77,612

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 60,910
【オンライン学習費】（一世帯当たり）オンラ
イン学習を実施した月×1,200円ただし，4月
3月は1,000円/月

○ ○ 9,320 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0
実績な
し

○ ○ 90,134

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 76,800

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○

へき地
の補助
金があ
るため
実績な
し

○ ○ 76,800
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ア．目に
つきやす
いタイト
ルや平易
な文面の
使用

イ．漢字
にはフリ
ガナを付
記

ウ．援助
対象とな
る年間所
得の目安
額等を記
載

エ．各費
目の援助
額や年間
総援助額
の記載

オ．外国
語の申請
書を作成

カ．その
他

（８）
（７）のカの内容

ア．教育委員
会のウェブサ
イトに制度を
掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
布

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．教育
委員会か
ら児童生
徒がいる
世帯へ案
内を送付

コ．その
他

ア．申請
締切を設
定し，期
間内の申
請のみ受
け付け

イ．随時
申請を受
け付けて
おり，年
度当初分
から援助

ウ．随時
申請を受
け付けて
おり，締
切を過ぎ
た申請の
場合は申
請月や認
定月以降
分から援
助

エ．各学
期で申請
締切を設
定し、各
学期始め
から援助

オ．その
他

ア．申請
を希望す
る者が学
校に提出

イ．申請
を希望す
る者が教
育委員会
に提出

ウ．申請
を希望す
る者が学
校もしく

は教育委
員会に提

出

エ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校に

提出

オ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が教育委
員会に提

出

カ．申請
の有無に
かかわら
ず、全員
が学校も
しくは教

育委員会
に提出

都道府県 市町村名

キ．その
他

Ⅰ　令和５年度就学援助制度の実施について
１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるものに○）

（２）　（１）のコの内容

（３）　就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４）　（３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のキの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫
（あてはまるもの全てに○）

茨城県 河内町

○ ○ ○ ○ 就学児健康診断の会場で教育委員会が制度説明を行い、書類を配付。 ○ ○ ○ ○

茨城県 八千代町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 五霞町

○ ○ ○ ○ ○

茨城県 境町

○ ○ ○ ○ ○ ○

茨城県 利根町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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都道府県 市町村名

茨城県 河内町
茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町
茨城県 利根町

42 2 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 0 0 0 0 3 17 22 0 22 17 7 27 13 2 2 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月
＜小学校＞ ＜小学校＞

＜小学校＞
（６）（５）のコの内容

＜小学校＞
　（７）　（４）でア．イ．ウ．エ
に○をした場合、（入学前
支給の）
①周知時期
②申請期日
③（アの場合）支給時期

＜小学校＞

＜小学校＞
（９）（８）のエ及びオの
内容

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検討
はしてい

る

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用
を無償化
している
ため、入
学前支給
を行って
いない

オ．そもそ
も対象者
がいない
ため、入
学前支給
を行って
いない

カ．その
他

ア．令和
４年度
（令和５
年度新入
学分）以
前

イ．令和
５年度
（令和６
年度新入
学分）

ウ．令和
６年度
（令和７
年度新入
学分）以
降

＜小学校＞

令和５年７月時点の市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で案
内を配布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内の
幼稚園や
保育所で
案内を配
布

キ．域内
の小中学
校で在校
生及び保
護者に対
して案内
を配布（兄
弟姉妹が
いる場合
など）

ク．民生委
員やス
クール
ソーシャル
ワーカー
等から案
内を配布

ケ．小学
校入学予
定者がい
る家庭へ
案内を郵
送

コ．その他 ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

オ．その
他

イ．自治体
の広報誌
等に案内
を掲載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類とともに
配布

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

＜小学校＞
（２）（１）のカの内容

＜小学校＞
ケ． ４月
初旬（入学
式前）

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに案内を
掲載

○ ○ ○ ○ ○
就学児健康診断の会場で教育委員会が制度説明を行
い、書類を配付。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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都道府県 市町村名

茨城県 河内町
茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町
茨城県 利根町

42 2 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 0 0 0 0 3 13 26 0 0 0 0 0 0 0 11 3 22 3 1 3 1 1

＜中学校＞
（６）　（５）のエ及びオの内容

ア．従前
より家計
急変世帯
の認定を
行ってお
り、その
際と同様
の基準に
より認定

イ．新た
に認定基
準等を整
備し、そ
の基準に
より認定

ウ．相談
があった
場合、事
例に応じ
て個別に
支援

ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

オ．その
他

ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

＜中学校＞ ＜中学校＞＜中学校＞

＜中学校＞
（２）（１）のカの内容

＜中学校＞
オ．そもそ
も対象者
がいない
ため、入
学前支給
を行って
いない

カ．その
他

ア．令和４
年度（令和
５年度新
入学分）以
前

イ．令和５
年度（令和
６年度新
入学分）

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用
を無償化
している
ため、入
学前支給
を行って
いない

ア．入学
前支給を
行ってい

る

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが、
現在検討
はしてい

る

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず、現
在検討も
していな

い

エ．就学
援助制度
以外の経
済的支援
により対
応

オ．新た
に認定基
準等を整
備するこ
とを検討
中

カ．そも
そも対象
者がいな
い

キ．その
他

３．　家計急変世帯の認定について（準要保護）

（１）　当てはまるもの１つに○

（２）　（１）のキの内容

ウ．令和６
年度（令和
７年度新
入学分）以
降

エ．未定

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○



44 44

都道府県 市町村名

茨城県 河内町
茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町
茨城県 利根町

６．就学援助率
（４）　（３）で ソ，タ
又はチに○をした場
合，生活保護基準
額等に掛ける係数
（倍率）

（５）　（３）で ツに○
をした場合，市区町
村民税課税 低限
度額に掛ける係数
（倍率）

倍 倍

30 30 30 28 29 32 11 4 26 26 10 9 10 20 24 11 3 0 9 38 0 9 2 21 14 7 3 11 0 0 14 14

テ．その
他

係数（倍率）
タ．生活保護の
基準額に一定
の係数を掛け
たもの（生活保
護の基準額を
参照して額を
定めているも
の）（例：生活
保護の1.3倍の
額（394万円）、
1.5倍（455万
円）等）（係数
（倍率）を（４）
に記入してくだ
さい。）

チ．特別支援
教育就学奨励
費の需要額測
定に用いる保
護基準額、又
は同基準額に
一定の係数を
掛けたもの（係
数（倍率）を
（４）に記入して
ください。記入
例はコメント欄
参照）

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税 低限度
額に一定の係
数を掛けたも
の　（例：課税

低限度額の
1.0倍、1.5倍
等）（係数およ
び目安額を
（５）に記入して
ください。）

ア．反映させる（新た
な認定基準に更新）

イ．反映させない（従
前の認定基準を継

続）

ア．生活保護基準見直
しの影響が生じる可能

性があるため、対応して
いる。（見直し後の生活
保護基準に基づく準要
保護の認定基準で否認
定となった者は、改め
て、見直し前の生活保
護基準に基づく準要保
護の認定基準により再

認定など）

イ．生活保護基準見直
しの影響が生じないと想
定されるため、対応して
いない（準要保護者が

いない、影響を受ける所
得層の準要保護者がい

ない等）

セ．生
活福祉
資金に
よる貸
付け

ソ．生活保護の
基準額に一定
の係数を掛け
たもの（生活保
護の基準額が
変わると自動
的に要件が変
わるもの）（例：
生活保護の1.3
倍、1.5倍等）
（係数（倍率）を
（４）に記入して
ください。）

ア．生
活保護
法に基
づく保
護の停
止また
は廃止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市
区町村
民税の
減免

エ．国
民年金
保険料
の免除

オ．国
民健康
保険法
の保険
料の減
免また
は徴収
の猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保
護者が
職業安
定所登
録日雇
労働者

ク．PTA
会費、
学級費
等の学
校納付
金の減
免が行
われて
いる者

シ．経
済的な
理由に
よる欠
席日数
が多い
者

ス．保
護者の
職業が
不安定
で、生
活状態
が悪い
と認め
られる
者

４．（３）で ソ，タに○をした場合，平成３０年１０月から段階的に実施されている生活保護基準の見直しに伴い，見直し前と比べて，生活保護基準額が減額となる場合についての令和５年４月以降の対応

（１）　令和５年４月以降、準要保護の認定 （２）　（１）にて「ア．反映させる（新たな認定基準に更新）」に○をした場合、令和５年４月以降、生活 （３）　（２）でエとした場合のその
内容

４．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

令和４年度

年

ウ．生活保護基準見直
しの影響が生じると想定
されるが、対応していな

い

エ．その他
（４）　（１）で「イ．反映させないコ．固定

資産税
の減免

サ．学校納付
金の納付状
態の悪い者、
昼食、被服等
が悪い者ま
たは学用品、
通学用品等
に不自由して
いる者等で
保護者の生
活状態がき
わめて悪いと
認められるも
の

ケ．個
人の事
業税の
減免

月

係数（倍率）

５．生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応について

（３）　令和５年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（６）　（３）でテと回答した場合，その他の基準の内容 （７）　補足事項

○ 1.2 ○ 平成25 7 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○
・個人事業税・固定資産税及び国民年金の掛金が減免されている
・民生委員が生活困窮と認め、教育委員会が特に援助が必要と認めたもの

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

・一人親家庭の場合（ただし、同世帯に収入のある同居人が居住し、生活を共
にしているとみなされた場合及び他者からの援助が可能と認められる場合は
除く）
・その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者

○ 平成27 4 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 ○ ○ 15%未満



44 44

都道府県 市町村名

茨城県 河内町
茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町
茨城県 利根町

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

44 0 0 6 6 6 38 38 0 0 44 0 0 6 6 6 38 38 0 3 13 10 10 2 2 2 0 0 1 4 39 25 25 13 13 13 1 1 0 0 19

（５）補足事項
修学旅行費新入学児童生徒学用品費等 通学費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

学用品費
（１）　費目毎の援助額

７．令和５年度準要保護就学援助額

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 22,000 12,000 ○ ○ 22,690 20,582

通学費については、R5年度から上限額を設定
した。
校外活動費(泊有)については、義務教育学校
前期課程では保護者負担がない（宿泊学習は
全額公費負担）ので、費目はあるが実績はな
い。
医療費は、長年実績がないため、予算計上も
していない。
卒業アルバム代等については、義務教育学校
前期課程修了時には作成していないため、費
目はあるが実績はない。
給食費については、費目としては廃止していな
いが、R2.9より無償化したためそれ以降の実
績はない。

○ ○ 11,630 10,590 ○ ○ 54,060 54,060 ○ ○ 22,690 18,558

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 54,060 0 ○ ○ 22,690 22,690

・新入学児童生徒学用品費等、校外活動費
(宿泊を伴うもの)は実績なし
・学校給食費は、７月・９～１２月分を無償とし
たため、６か月分の支給とした。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 30,000
平均支給額：令和4年度の予算計上の単価
医療費：中耳炎、齲歯に関する医療費のうち3
割給付

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 16,235



44 44

都道府県 市町村名

茨城県 河内町
茨城県 八千代町

茨城県 五霞町

茨城県 境町
茨城県 利根町

８．その他

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均
額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和５
年度単
価

その他 補足事
項

44 0 0 6 6 6 38 38 0 0 44 0 0 6 6 6 38 38 0 0 12 8 8 2 2 2 0 0 1 5 43 27 27 15 15 15 1 1 0 0 18 1

新入学児童生徒学用品費等 通学費

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童
生徒に対する貴市町村の取組・対応について，これ
までの回答への補足があればご記入ください。

（１）　費目毎の援助額
学用品費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（５）補足事項
修学旅行費

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 24,000 24,000 ○ ○ 60,910 22,906

修学旅行費は、コロナの影響で6年で実施
する予定がR4年度（7年生）で実施したため
支給した。本来の支給対象となる9年生の
対象者はいなかった。
校外活動費(泊無)については、後期課程で
行事設定がないため、費目はあるが実績
はない。(R5予算単価計上)
卒業アルバム代等については、支給対象
者が居なかったため実績はない。(R5予算
単価計上)
医療費は、長年実績がないため、予算計上
もしていない。
給食費については、費目としては廃止して
いないが、R2.9より無償化したためそれ以
降の実績はない。

特になし

○ ○ 22,730 21,915 ○ ○ 63,000 60,000 ○ ○ 60,910 60,910

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 63,000 60,000 ○ ○ 60,910 60,470

・校外活動費(宿泊を伴わないもの)は実績
なし
・学校給食費は、７月・９～１２月分を無償と
したため、６か月分の支給とした。

○ ○ 22,730 ○ ○ 63,000 ○ ○ 70,000
平均支給額：令和4年度の予算計上の単価
医療費：中耳炎、齲歯に関する医療費のう
ち3割給付

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 76,000


